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　謹啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
　このたび、薬剤によるリンパ球刺激試験（DLST）専用依頼書を
裏面のとおり改訂させていただきますので、ご案内いたします。
　麻薬および覚醒剤につきましては、「麻薬及び向精神薬取締法」
第一章第二条および「覚醒剤取締法」第三章および別表に掲げら
れている規制対象薬剤として授受が禁止されております。
　また、向精神薬につきましても、所定事項をご記入いただいた
うえでご提出ください。
　何卒ご了承賜りますようよろしくお願い申し上げます。

敬　白

改訂内容
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●薬剤によるリンパ球刺激試験（DLST）専用依頼書

　新専用依頼書

1. 「麻薬及び向精神薬取締法」第一章第二条および「覚醒剤取締法」第三章および別表に掲げられている
規制対象薬剤の受領はできません。

2. 麻薬、覚醒剤が含まれていないことをご確認いただき、ご署名をお願いいたします。ご署名のない場
合は、受領致しかねます。

3. 向精神薬については向精神薬欄にチェックと薬剤個数をお願いいたします。

●ご依頼にあたっての注意事項（表中抜粋）

ご依頼に際して、ご署名
をお願いいたします。
ご署名がない場合は、
受領いたしかねますので
予めご了承ください。

向精神薬の受領を記録
として残すため、チェック
欄を設けました。
向精神薬をご依頼の際
は、必ずチェック（レ印）
をつけて、薬剤個数を
ご記入ください。


